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姶良市農業委員会総会議事録（令和元年８月） 

 

１．開催日時 令和元年８月３０日（金） 午後１時３０分～午後３時３５分 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（ １７人） 

 

 

欠席委員 7番委員 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（１２人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員なし 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第   １ 号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４． 議案第   ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５． 議案第   ３ 号 農地転用事業計画変更申請について 

６.  議案第   ４ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

７． 議案第   ５ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

８． 議案第   ６ 号 農地の利用目的変更願について 

９． 議案第  ７ 号 費農地証明願について 

10． 議案第   ８ 号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希望）について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

松元 信道 

森  洋一 

岩元 律子 

野元 幸雄 

夏田  恒 

今西  馨 

本村 正一 

坂元 廣幸 

小長野  誠 

川島 兼次 

１１番 

１２番 

１３番 

１４番

１５番 

１６番 

１７番 

１８番 

１９番 

内村 洋昭 

西  泰行 

堂前 澄男 

今村 逸子 

内甑 達也 

松尾 博好 

  － 

市薗 由美子 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 

犬童 博子 

宇都 和義 

７番 

８番 

９番 

１０番

１１番 

１２番 

白尾 親昭 

牧野田 隆平 

大重 孝司 

上福元 克己 

松元 健一 

湯脇 博信 
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11. 議案第  ９ 号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画（貸借）の意見決定 

          について 

12.         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

13.         農地あっせんの経過報告 

14.          その他 

           

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

事務局長補佐兼農地係長 

振興係長 

農地係参事補 

農地係主任主査 

振興係主任主査 

農政課課長補佐兼姶良農林水産係長 

加治木農林水産係長 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

姶良市農業委員会総会議事録（令和元年８月） 

（大会議室に全員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、令和元年度 第５回 姶良市農業委員会総会を開会い

たします。 

 

ただいまの出席農業委員は １８名中、１７名で、定足数に達して 

おりますので、総会は成立しております。 

 

なお、本日は、７番委員から欠席届が出ております。 

  

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明。 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１ 議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会 会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長

から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、６番委員、８番委員にお願いいたします。 

 

日程第２ 会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２ 会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の 〇〇事務局長補佐兼農地係長 と 〇〇振興係長  を指

名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法 第３１条の規定の議事参

与の制限により、農業委員会の委員は、自己又は、同居の親族若しくは 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

その配偶者に関する事項については、その議事に参与することができな 

いとなっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了ま

での間、退席をお願いします。 

 関係議案、終了後に入室・着席していただきます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号  

 

それでは、日程第３ 議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意

見決定についてを議題に供します。 

１番から１４番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定につ

いてご説明申し上げます。総会資料は１ページからです。 

 こちらは、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による、農用地の

利用権の設定です。農業委員会で審査決定後、市長がこれを公告するこ

とにより、利用権の効力が発生いたします。公告日は８月３１日、契約

の始期は９月１日をそれぞれ予定しております。契約年数につきまして

は、１年間が１件、３年間が３件、５年間が７件、１０年間が３件で、

合計１４件となっております。面積につきましては、合計２６，９３５

㎡となっております。農用地利用集積計画（貸借）の内容につきまして

は、総会資料の２ページから４ページになりますので、ご確認いただき

たいと思います。なお、総会資料の４ページ、１３番は５番委員の関与

する案件となっており、農業委員会法 第３１条の規定の議事参与の制

限により、議案の議決に参加出来ませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

  

それでは、１番から１２番までと１４番について、一括して質疑に入

ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それではお諮りいたします。 

議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、１

番から１２番までと１４番について、原案のとおり決定することに賛成

の委員は挙手をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

     委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、１番から１２番までと１４番については、原案のとおり決

定いたしました。 

なお、議案第１号 １３番については、議事参与制限により、関係者

がいらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決いたします。 

１３番の関係者、５番委員の退席をお願いします。 

 

（５番委員退席） 

 

それでは、１３番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手

をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第１号 １３番について、原案のと

おり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決

定について、１３番については原案のとおり決定いたしました。 

５番委員は着席してください。 

 

（５番委員着席） 

 

議案第２号 

 

次に、日程第４ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から４番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定について、ご説明申し上げます。総会資料は５ページからです。 

 今月の申請件数につきましては、４件となっております。 

 先般、各担当委員におきまして、事前調査がなされ、現地調査報告書

の１ページから４ページに調査資料がございますので、審議の参考とし

てください。 

 それでは、１番についてご説明申し上げます。 

 譲受人 東餅田在住の〇〇、譲渡人 蒲生町上久徳在住の〇〇の贈与
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による所有権移転です。親戚関係になるということです。申請地の所在

は、蒲生町上久徳字山神原〇〇番〇 畑、３３２㎡です。 

 以上で、１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１０番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

 はい。１０番委員です。調査報告をいたします。 

 令和元年８月１８日、譲受人〇〇さんと現地で会い、聞き取りをしま

した。〇〇さんは退職後、野菜作りをするため、農地が欲しかったとの

ことでした。機械等は耕運機、草刈り機、軽トラックを所有されていま

した。よって、当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思

われますので、許可相当と思われます。 

 報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、２番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 鹿児島市吉野町在住の〇〇、譲渡人 加治木町辺川在住の〇

〇の贈与による所有権移転です。親子関係にあたるそうです。申請地の

所在は、加治木町辺川字瀬味〇〇番〇 田、同字〇〇番 田、同字〇〇

番〇 田、同字〇〇番〇 田、字石ノ元〇〇番〇 田、同字〇〇番〇 

田、字鶴ノ原〇〇番〇 田、同字〇〇番〇 田、字坂下〇〇番〇 畑、

字中須〇〇番〇 田、同字〇〇番 田、同字〇〇番 田、字大迫〇〇番

〇 田、同字〇〇番 田 の合計１４筆です。面積の計は７，８０７㎡

です。 

 以上で、２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、８番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

 はい。８番推進委員です。それでは報告いたします。 

 令和元年８月１９日に、譲受人宅に伺って、調査いたしました。譲受

人のお宅は、以前から酪農をされていて、農業用の機械、トラクター、

田植え機、軽トラック、ハーベスタ、ほとんど一通りのものは、揃って

おります。また、労働力も家族耕作が多くて、息子さん夫婦も一緒にさ

れているので、問題はないと思います。一応、全部の土地を見て廻りま

したので、通作路も、農道や市道にほとんど隣接していて、問題はなか

ったように思います。以上で、農地法第３条第２項の各号に該当しない

と思われますので、許可相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、３番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 加治木町木田在住の〇〇、譲渡人 鹿児島市松原町在住の〇

〇の売買による所有権移転です。申請地の所在は、加治木町木田字西塩

入〇〇番〇 田、同字〇〇番〇 田、同字〇〇番〇 田の合計３筆の面

積の計は２，５６１㎡です。 

 以上で、３番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、７番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

 はい。７番推進委員です。それでは調査報告いたします。 

 令和元年８月１９日、譲受人と、申請地において聞き取り調査を行

い、現地を調査いたしました。この地域は早期米の栽培で今年の収穫は

終わっております。譲受人は、直後の早期米を栽培されるということ

で、高齢のため、耕運から収穫までは、近くで農業をされている〇〇氏

にお願いをして、自分たちは草払い、水の管理を行うということでござ

いました。農機具等については、トラクター、管理機、草払機等を所有

されておられます。これらのことから当申請は、農地法第３条第２項の

各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、４番につきましてご説明申し上げます。 

 譲受人 鍋倉在住の〇〇、譲渡人 霧島市福山町在住の〇〇の贈与に

よる所有権移転です。親戚の関係でございます。申請地の所在は、鍋倉

字亀泉院〇〇番 田、１，３０３㎡です。 

 以上で、４番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、３番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

 はい。３番推進委員です。それでは調査報告をいたします。 

 令和元年８月２６日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を

調査いたしました。現在の譲渡人は福山に居住され、ＪＡに勤務され、

通勤農業はできないということで、姪から譲受人に贈与することにな

り、現在、譲受人は８９歳で、農業に専念されておられます。現在の耕

作面積は４，９０７㎡、その内の田が４，８６３㎡と畑が４４㎡です。

譲受人の労働力につきましては、親子２人で労働力は十分あります。農

業機械につきましても、認定農業者の弟の○○さんの農業機械もほとん
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議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ど揃っております。トラクター、コンバイン、軽トラック、耕運機、田

植え機、そういうのが、各１台ずつ、揃っておりまして、農機具関係に

つきましても、別に異常はないと思います。当申請は、農地法第３条第

２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思います。 

 以上で、報告を終わります。 

 

これより、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決

定についての、１番から４番について一括して質疑に入ります。 

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について

の１番から４番については、農地法第３条 第２項の各号に該当しない

ため許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の委

員の挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から４番については、原案のとおり決定いたし

ました。 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５ 議案第３号 農地転用事業計画変更申請についてを

議題に供します。 

1番から３番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号 農地転用事業計画変更申請について、ご説明

いたします。総会資料は７ページでございます。今月の申請件数につき

ましては、３件となっております。 

 それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

 申請人の変更前は平松在住の○○、変更後は福岡県福岡市の〇〇株式

会社代表取締役〇〇。土地の所在が平松字後迫○○番○ 畑、２９９㎡

です。当初の転用目的は一般住宅で、平成２５年７月２６日に５条許可

がなされております。変更後の目的は、駐車場で、変更理由は、経営す

る会社の駐車スペースがないためということでございます。こちらは、

議案第５号の１１番と関連があります。ちなみに変更後の〇〇株式会社

は、こちらの方の住所は福岡市となっておりますが、別会社の〇〇さん
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

が立ち上げている別会社が、鹿児島市にありまして、そちらの方の駐車

スペースとして、利用するということでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの事務局説明に関連して、１番推進委員に、議案第５号 農

地法第５条の規定による許可申請の処分決定についての１１番とも関連

がありますので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

 １番推進委員です。調査報告をいたします。 

 立地基準、農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は

鹿児島銀行重富支店から南に約２００ｍの位置です。被害防除現況とし

まして、東が畑、西が市道、南が宅地、北が市道です。申請実現の確実

性としましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記

事項はありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であり

ます。 

 以上で、報告を終わります。 

 

 次に、２番についての説明を求めます。 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。 

 申請人の変更前は住吉在住の○○、変更後は宮島町の〇〇株式会社代

表取締役〇〇。土地の所在は東餅田字下牟田○○番 田、９３８㎡で

す。当初の転用目的は貸家で、平成２９年７月５日に５条許可がなされ

ております。変更後の目的は、宅地造成で、理由としましては、周囲の

環境等を考慮し、宅地造成１区画に適当と判断したためということでご

ざいます。こちらは、議案第５号の１３番と関連がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの事務局説明に関連して、１４番委員に、議案第５号 農地

法第５条の規定による許可申請の処分決定についての、１３番とも関連

がありますので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

 １４番委員です。報告をいたします。 

 立地基準、農地区分は第３種農地で問題なしです。申請地の位置は帖

佐駅から東に約２００ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西

が市道、南が田、北が宅地です。申請実現の確実性につきましては、自

己資金証明もあり、確実である。条件及び特記事項として排水対策を実

施をすること。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見でありま

す。 

 報告を終わります。 
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議 長 

 

 次に、３番についての説明を求めます。 

 

それでは３番につきまして、ご説明いたします。 

 変更前の申請人は兵庫県丹波篠山市在住の○○他１名、変更後は鹿児

島市西陵の株式会社〇〇代表取締役〇〇。土地の所在が加治木町反土字

惣門○○番〇 田、〇〇番〇 田の計２筆、合計面積が４６６㎡です。

当初の転用目的は貸駐車場で、令和元年７月５日に５条許可がなされて

います。変更後の目的は、資材置場で、理由としましては、貸駐車場と

して造成工事を業者に依頼したところ、施工業者が申請地を資材置場と

して利用したいので、購入したい旨の要望があったためでございます。

なおこちらは、議案第５号の１８番と関連がございます。 

以上です。 

 

ただいまの事務局説明に関連して、推進委員８番 牧野田委員に、議

案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定についての、

１８番とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

８番推進委員です。 

 農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は加治木高校

から北に約１５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が宅地、西が市

道、南が宅地、北が宅地です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあ

り、確実であります。条件及び特記事項はありません。総合意見とし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委

員としましては、許可意見であります。 

以上です。 

 

これより、議案第３号 農地転用事業計画変更申請についての１番か

ら３番について、一括して質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお

願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第３号 農地転用事業計画変更申請の１番から３番について、原

案のとおり意見決定及び許可することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号 農地転用事業計画変更申請の１番から

３番について、原案のとおり意見決定及び許可が決定いたしました。 
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議 長 

     

 

議案第４号 

 

次に、日程第６ 議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

1番について、説明をお願いします。 

まずは、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は８ページでございます。今月

の申請件数につきましては、１件となっております。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

  申請人は、霧島市国分在住の○○。土地の所在は、大山字小倉迫○○

番○ 田、１，９２３㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の

施行もなく、農地の広がりは１０ha未満の区域内の農地であり、農地区

分は第２種農地と判断されます。転用目的は山林で、申請理由としまし

ては、申請地は耕作不便であり、鳥獣被害もあるため、クヌギを植え、

山林としたいということです。自己資金で対応し、改良区は区域外のた

め、不要となっております。なお、始末書と被害防除計画書の添付がご

ざいます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい。１４番委員です。報告いたします。 

農地区分は第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問題

なし。申請地の位置は、大山公民館から南東に約６５０ｍの位置です。

被害防除の現況は、東が山林、西が市道、南が山林、北が田です。申請

実現の確実性は、自己資金証明もあり、確実である。条件及び特記事項

はなしです。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて、調査の結果、現地調査員としましては、許可意見であります。 

終わります。 

 

これより、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決

定の１番について、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いし

ます。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について

の１番について、原案のとおり意見決定及び許可決定することに賛成の
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委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての１番については、原案のとおり意見の決定及び許可

が決定いたしました。 

 

議案第５号 

 

次に、日程第７ 議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についてを議題に供します。 

１番から１８番について説明をお願いします。 

まずは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定についてご説明いたします。総会資料は９ページから１３ページでご

ざいます。今月の申請件数につきましては、１８件となっております。 

 それでは１番につきまして、ご説明いたします。 

 この申請につきましては、遺贈であり遺言公正証書に基づき、遺言者

である〇〇の死後、遺言執行者である〇〇他１名が、単独で許可申請を

するものでございます。 

 土地の所在は鍋倉字小戸越〇〇番 畑、○○番 田、〇〇番 田、○

○番 田、○○番〇 田の計４筆、合計面積が１，８３４㎡です。申請

地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ha

未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転

用目的は山林で、申請理由としましは、周囲が山林の為、杉や檜を植栽

して、山林としたいとのことです。自己資金で対応し、改良区のほう

は、区域外のため不要となっております。なお、顛末書の添付がござい

ます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

 はい。１番委員です。 

 立地区分につきましては、第２種農地でありますが、その他の農地に

該当するため、問題ございません。申請地の位置ですけども、若葉学園

から北西に約２５０ｍの位置でございます。被害防除の現況としまして

は、東、西、北がそれぞれ山林で、南が宅地であります。申請実現の確

実性ですが、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項

については、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立
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地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可

意見であります。 

 以上です。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 加治木町本町在住の〇〇、譲渡人 加治木町辺川在住の〇

〇、土地の所在は加治木町西別府字船ケ迫〇〇番〇 畑、４，０１９㎡

です。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広が

りは１０ha未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断さ

れます。転用目的は山林で、理由としましては、山林拡張の為というこ

とでございます。自己資金で対応し、改良区のほうは、区域外のため不

要ということです。なお、顛末書と被害防除計画書の添付がございま

す。なお、こちらは３０アール超えの案件のため、県農業委員会ネット

ワーク機構への、意見聴取案件となります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、８番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

８番推進委員です。報告します。 

 立地基準は第２種農地であるが、その他の農地のため、問題ありませ

ん。申請地の位置は丸山喜之助商店エネルギーセンターから南西に約１

５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が市道、西が山林、南が山

林、北が市道です。申請実現の確実性は、自己資金証明もあり、確実で

す。条件及び特記事項はありません。総合意見として、転用許可基準の

立地及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構

への意見聴取案件とし、現地調査委員としましては、許可意見でありま

す。 

以上です。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは３番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 東京都西東京市の株式会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人 鹿

児島市明和在住の〇〇、土地の所在は池島町〇〇番〇 畑、９２８㎡で

す。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が第一種中高層住居

専用地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転

用目的は建売住宅５棟 ３０７．１１㎡です。理由としましては、申請

地の譲受を受けて建売住宅を建築したいとのことです。自己資金で対応

し、改良区のほうは、区域外のため不要となっております。なお、被害
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議 長 

 

防除計画書の添付がございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

１８番員が報告いたします。 

 農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置、重富中学校

から北に１５０ｍの位置。被害防除現況といたしまして、東が畑、西が

宅地、南が市道、北が市道です。申請実現の確実性といたしまして、自

己資金証明もあり、確実である。条件及び特記事項ありません。総合意

見といたしましては、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の

結果、地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上です。 

 

次の、４番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは４番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 加治木町反土在住の〇〇、譲渡人 鹿児島市伊敷町在住の〇

〇、土地の所在は池島町〇〇番〇 畑、２２６㎡です。申請地につきま

しては、都市計画区域内の用途が第一種中高層住居専用地域に指定され

ており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は一般住宅で

１棟 １０１．０３㎡です。理由としましては、子供が成長し手狭にな

った為、申請地に一般住宅を建築しますとのことです。融資で対応し、

改良区のほうは、区域外のため不要となっております。なお、顛末書と

被害防除計画書の添付がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

１番推進委員です。調査報告を行います。 

 農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は啓明幼稚園

から西に約２００ｍの位置です。被害防除現況としまして、東が宅地、

西が雑種地、南が市道、北が宅地です。申請実現の確実性としまして、

融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項はありません。総

合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で、終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 
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議 長 

それでは５番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 福岡県北九州市の株式会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人 東

餅田の株式会社〇〇代表取締役〇〇、土地の所在は加治木町木田字江湖

〇〇番〇 田、〇〇番〇 田、〇〇番〇 田、〇〇番〇 田、〇〇番〇 

田、〇〇番〇 田の計６筆、合計面積が３，８７９㎡です。申請地につ

きましては、都市計画区域内の用途が準工業地域に指定されており、農

地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は資材置場で、理由とし

ましては、申請地は近隣に住宅が少なく、騒音、日照等で迷惑をかける

ことがないので、資材置場に最適地であるためということです。自己資

金で対応し、土地改良区の意見書の添付があります。また被害防除計画

書の添付がございます。こちらのほうは面積が３０アール超えのため、

県農業会議ネットワーク機構への意見聴取案件となります。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員８番 牧野田委員に調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい。８番推進委員です。報告します。 

 立地基準・農地区分は第３種農地で、問題はありません。申請地の位

置は加音ホールから南に約２５０ｍの位置です。被害防除の現況は、東

が堤、西が市道、南が雑種地、北も雑種地です。申請実現の確実性は、

自己資金証明もあり、確実です。条件及び特記事項はありません。総合

意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、県

農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件とし、現地調査委員とし

ましては、許可意見であります。 

以上です。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは６番につきまして、ご説明いたします。 

 借人 加治木町新生町の株式会社〇〇代表取締役〇〇、貸人 鹿児島

市武岡在住の〇〇、土地の所在は上名字向流〇〇番 畑、４５２㎡で

す。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がり

が１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断さ

れます。転用目的は現場事務所及び倉庫３棟、３４㎡です。理由としま

しては、平成３０年度（補正）復旧治山事業（小平）施工のためという

ことです。自己資金で対応し、改良区の方は区域外のため不要です。な

お被害防除計画書の添付がございます。こちらにつきましては、一時転

用であり、令和２年３月３１日までとなってございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１３番委員に調査の結果並びに補足説明
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をお願いします。 

 

はい。１３番委員です。 

 農地区分は第２種農地であるが、その他の農地に該当するため、問題

なし。申請地の位置は黒島神社から北に約７５０ｍの位置です。被害防

除の現況は、東が市道、西が原野、南が原野、北は水路です。申請実現

の確実性は、自己資金証明もあり、確実である。条件及び特記事項はあ

りません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一般基準について

調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で、報告終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは７番につきまして、ご説明いたします。 

 借人 鹿児島市伊敷在住の〇〇、貸人 平松在住の〇〇、土地の所在

が平松字原口原〇〇番〇 畑、４４８㎡です。申請地につきましては、

都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地区分

は第３種農地と判断されます。転用目的は一般住宅で１棟９０．２６

㎡。理由としましては、現在借家住まいであり、自己の住宅を建築する

ためとのことです。自己資金で対応し、改良区の方は区域外のため不要

となっております。なお被害防除計画書の添付がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

１番推進委員です。調査報告を行います。 

 農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は原方公民館

から東に約２００ｍの位置です。被害防除現況としまして、東が宅地と

畑、西も宅地と畑、南が宅地、北が市道です。申請実現の確実性としま

して、自己資金証明もあり、確実であります。条件及び特記事項はあり

ません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。 

以上で、終わります。 

 

次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは８番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 西餅田在住の〇〇、譲渡人 宮崎県児湯郡在住の〇〇、土地

の所在が鍋倉字山元〇〇番〇 田、３３６㎡です。申請地につきまして

は、土地改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ｈａ未満の区域内

の農地であり、農地区分は第２種農地と判断されます。転用目的は一般
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住宅で１棟、５８．３８㎡です。理由としましては、現在の借家が手狭

となり、当地に永住用家屋の建築計画に至るとのことです。融資で対応

し、土地改良区の意見書の添付がございます。また被害防除計画書の添

付もございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

１番委員です。 

 立地基準としましては、農地区分は第２種農地でありますが、その他

の農地に該当するため、問題ございません。申請地の位置ですけども、

上麓公民館から東に約２００ｍの位置にございます。被害防除の現況に

つきましては、東が原野、西が市道、南が宅地、北も宅地です。申請実

現の確実性ですけども、融資証明もあり、確実でございます。条件及び

特記事項はありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見で

あります。 

以上です。 

 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは９番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 大阪府大阪市の〇〇株式会社代表取締役〇〇、譲渡人 平松

在住の〇〇、土地の所在が平松字北村園〇〇番〇 畑、４７３㎡です。

申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指

定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は駐車

場で、理由としましては、当地に従業員用駐車場の拡張計画に至るとの

ことです。自己資金で対応し、改良区の方は区域外のため不要となって

おります。なお被害防除計画書の添付がございます。 

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、３番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

３番委員です。報告いたします。 

 農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は原方公民館

から北東に約６０ｍの位置です。被害防除現況は、東が宅地、西が宅

地、南が畑と宅地、北が宅地です。申請実現の確実性としまして、自己

資金証明もあり、確実であります。総合意見としまして、転用許可基準

の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては、

許可意見であります。 
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以上です。 

 

次の、１０番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１０番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 加治木町木田在住の〇〇、譲渡人 加治木町木田在住の〇

〇、土地の所在が加治木町木田字西塩入〇〇番〇 田、〇〇番〇 田、

〇〇番〇 田の計３筆、合計面積が５６２．１０㎡です。申請地につき

ましては、都市計画区域内の用途が、第二種住居地域に指定されてお

り、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は資材置場で、理

由としましては、当地を購入し株式会社〇〇の資材置場に利用ずる計画

に至るとのことです。自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添付が

ございます。なお被害防除計画書も添付がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、８番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

はい。８番推進委員です。報告します。 

 立地基準は第３種農地で、問題はありません。申請地の位置は加音ホ

ールから北に約６０ｍの位置です。被害防除の現況は、東が田、西が宅

地、南が市道、北が雑種地です。申請実現の確実性は、自己資金証明も

あり、確実です。条件及び特記事項はありません。総合意見として、転

用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員とし

ましては、許可意見であります。 

以上です。 

 

次の、１１番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１１番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 福岡県福岡市の〇〇株式会社代表取締役〇〇、譲渡人 平松

在住の〇〇、土地の所在が平松字後迫〇〇番〇 畑、２９９㎡です。申

請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種低層住居専用地

域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的

は駐車場で、理由としましては、社用車の駐車場として使用したいとの

ことです。自己資金で対応し、改良区の方は区域外のため不要となって

おります。なお被害防除計画書の添付がございます。また、議案第３号

の１番と関連がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

本案件については、議案第３号１番で、１番推進委員から報告済であ

りますので補足説明については、省略いたします。 
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次の、１２番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１２番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 西餅田在住の〇〇他１名、譲渡人 東餅田在住の〇〇、土地

の所在が松原町三丁目〇〇番〇 畑、１６４㎡です。申請地につきまし

ては、都市計画区域内の用途が、第二種中高層住居専用地域に指定され

ており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は一般住宅１

棟、６２．９３㎡で、理由としましては、現在借家で手狭な為、自己の

住宅を建築したいとのことです。融資で対応し、改良区の方は、区域外

のため不要です。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい。１８番委員が報告いたします。 

 立地基準は第３種農地で、問題ありません。申請地の位置は松原たい

こ公園から東に約１５０ｍの位置です。被害防除現況として、東が宅

地、西が宅地、南が市道、北が宅地です。申請実現の確実性といたしま

して、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項はありませ

ん。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準につい

て調査の結果、現地調査委員といたしましては、許可意見であります。 

以上で、報告を終わります。 

 

次の、１３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１３番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 宮島町の〇〇株式会社代表取締役〇〇、譲渡人 住吉在住の

〇〇、土地の所在が東餅田字下牟田〇〇番 田、９３８㎡です。申請地

につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種中高層住居専用地域

に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は

宅地造成で、理由としましては、宅地造成１区画として利用するためで

ございます。自己資金で対応し、改良区の方は除外済のため不要となっ

ております。なお被害防除計画書の添付がございます。また、こちらに

つきましては、議案第３号の２番と関連がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

本案件については、議案第３号２番で、１４番委員から報告済であり

ますので補足説明については、省略いたします。 

 

次の、１４番について事務局の説明を求めます。 
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それでは１４番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 加治木町反土在住の〇〇、譲渡人 加治木町仮屋町在住の〇

〇、土地の所在が加治木町小山田字井出向〇〇番〇 畑、２９１㎡で

す。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、農地の広がり

は１０ｈａ未満の区域内の農地であり、農地区分は第２種農地と判断さ

れます。転用目的は一般住宅１棟、７１．６３㎡で、理由としまして

は、現在借家住まいで手狭なため、自己の住宅を建築したいとのことで

す。融資で対応し、改良区の方は区域外のため、不要となっておりま

す。なお、被害防除計画書の添付がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

はい。１番委員です。 

 農地区分につきましては第２種農地でありますが、その他の農地に該

当するため、問題ございません。申請地の位置ですが、南国生コン加治

木工場から南に約２００ｍの位置にございます。被害防除現況につきま

しては、東が畑、西が原野、南が畑、北が市道です。申請実現の確実性

ですけども、融資証明もあり、確実であります。条件及び特記事項につ

いてはありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であり

ます。 

以上です。 

 

次の、１５番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１５番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 東餅田の株式会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人 平松在住の

〇〇、土地の所在が西餅田字外俵原〇〇番〇 田、９７８㎡です。申請

地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種低層住居専用地域

に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は

宅地造成で、理由としましては、宅地造成１区画し、共同住宅を中心に

した分譲計画に至るとのことです。融資で対応し、改良区の方は区域外

のため不要となっております。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

３番委員です。報告いたします。 

農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は姶良小学校
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から南に約５０ｍの位置です。被害防除現況としまして、東が宅地、西

が宅地、南が宅地、北が市道と宅地になっています。申請実現の確実性

としましては、融資証明もあり、確実であります。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準についての調査の結果、現地調査

委員としましては、許可の意見であります。 

以上です。 

 

次の、１６番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１６番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 西餅田在住の〇〇、譲渡人 西餅田在住の〇〇他１名、土地

の所在が西餅田字青木水流〇〇番〇 畑、〇〇番〇 畑の計２筆、合計

面積が３３１㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途

が、第二種住居地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断さ

れます。転用目的は駐車場で、理由としましては、経営する医院の来客

用駐車場が手狭なため、駐車場として利用したいとのことです。自己資

金で対応し、改良区の方は区域外のため不要となっております。なお、

始末書と被害防除計画書の添付があります。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい。１８番委員が報告します。 

 立地基準・農地区分は第３種農地で、問題ありません。申請地の位置

は天国葬祭みそらホールから北に約１５０ｍの位置です。被害防除現況

といたしまして、東に市道、西に国道、南に雑種地、北に宅地です。申

請実現の確実性といたしまして、自己資金証明もあり、確実でありま

す。条件及び特記事項はありません。総合意見としまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員といたしまし

ては、許可意見であります。 

以上、報告します。 

 

次の、１７番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１７番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 西宮島町の有限会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人 松原町在

住の〇〇、土地の所在が東餅田字大小路〇〇番〇 畑、２０９㎡です。

申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、第一種住居地域に指

定されており、農地区分は第３種農地と判断されます。転用目的は宅地

造成で、理由としましては、事業継続の為、申請地を宅地造成１区画す

る目的とのことです。自己資金で対応し、改良区の方は区域外のため不
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

要となっております。なお、被害防除計画書の添付がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、３番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

３番委員です。報告いたします。 

農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位置は姶良警察署

から西に約１５０ｍの位置です。被害防除現況としまして、東は市道、

西が畑、南が用悪水路、北が宅地になっています。申請実現の確実性と

しましては、自己資金証明もあり、確実であります。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準についての調査の結果、現地調査

委員としましては、許可の意見であります。 

以上です。 

 

次の、１８番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは１８番につきまして、ご説明いたします。 

 譲受人 鹿児島市西陵の株式会社〇〇代表取締役〇〇、譲渡人 兵庫

県丹波篠山市在住の〇〇他１名、土地の所在が加治木町反土字惣門〇〇

番〇 田、○○番〇 田の計２筆、合計面積が４６６㎡。もう１件の譲

渡人が加治木町木田在住の〇〇他３名、土地の所在が加治木町反土字惣

門〇〇番〇 田、４６６㎡です。申請地につきましては、都市計画区域

内の用途が、第一種住居地域に指定されており、農地区分は第３種農地

と判断されます。転用目的は資材置場で、理由としましては、建設業を

営んでおり、申請地を事業拡張のため、資材置場として利用する目的で

あります。自己資金で対応し、水利組合の意見書の添付がございます。

なお、被害防除計画書の添付もあります。こちらにつきましては、議案

第３号の３番と関連がございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

本案件については、議案第３号３番で、８番推進委員から報告済であ

りますので補足説明については、省略いたします。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決

定について、１番から１８番までについて、一括して質疑に入ります。

質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の、１番から１８番までについて、原案のとおり意見決定及び許可する

ことに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 [賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての１番から１８番までについて、原案のとおり意見決

定及び許可が決定いたしました。なお、２番と５番は、県農業委員会ネ

ットワーク機構の決議に該当しますので、「意見聴取」いたします。 

 

議案第６号 

 

次に、日程第８ 議案第６号 農地の利用目的変更願についてを  

議題に供します。 

１番について説明をお願いします。 

まずは、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号 農地の利用目的変更願についてご説明いたし

ます。総会資料は１４ページでございます。今月の申請件数につきまし

ては１件となっております。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。申請人は東餅田在住

の○○、所有者も同一です。土地の所在は東餅田字十日町頭○○番〇

田、３３３㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が第

二種住居地域に指定されており、農地区分は第三種農地と判断されま

す。変更後の使用目的は、盛土をして畑で、理由としましては、果樹及

び野菜栽培をしたいということです。 

以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１４番委員に調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

 １４番委員です。報告いたします。 

 農地区分は、第３種農地です。申請地の位置はコスモス姶良店から、

北に約６０ｍの位置です。被害防除の現況が、東が宅地、西が市道、南

も市道、北も市道です。申請実現の確実性は、現在果樹があり、野菜も

栽培するので確実である。条件及び特記事項はなしです。総合意見とし

まして、現地調査委員としましては、承認意見であります。 

 以上、報告いたします。 

  

これより、議案第６号 １番について質疑に入ります。質疑のある委

員は挙手をお願いします。 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

「質疑・意見なし」 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第６号 農地の利用目的変更願についての１番について、原案の

とおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号 農地の利用目的変更願についての１番

について、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議案第７号 

 

次に、日程第９ 議案第７号 非農地証明願についてを議題に供しま

す。１番から３番について説明をお願いします。 

まずは、1番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第７号非農地証明願についてご説明いたします。総会

資料は１５ページでございます。今月の申請件数につきましては３件と

なっております。 

それでは１番につきまして、ご説明いたします。申請人は福岡県福津

市在住の○○、所有者も同一です。土地の所在は東餅田字堂田○○番○

畑、２７８㎡です。申請地につきましては、都市計画区域内の用途が、

第一種住居地域に指定されており、農地区分は第３種農地と判断されま

す。現況は宅地でございます。大正１５年頃に家を建築したため、非農

地となったものであります。 

以上で説明を、終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１８番委員から、調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

はい。１８番委員が、報告いたします。 

農地区分は、第３種農地。申請地の位置は、松原下公民館から南東に

約２０ｍの位置。現況、申請のとおり宅地となってから約９３年程度経

っていると認められる。周囲の現況は、東が宅地、西が市道、南が市

道、北に水路。非農地として、認定するやむを得ない理由は、宅地とな

って、９３年経過し、建物も建っており、やむを得ないものと認める。 

条件及び特記事項はなし。総合意見といたしまして、現地調査委員とし

ましては、承認意見であります。 

 以上です。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

それでは２番につきまして、ご説明いたします。申請人は鍋倉在住の

○○、所有者も同一です。土地の所在は鍋倉字垂ノ内○○番○ 田、６

５３㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の施行もなく、土地

改良事業の施行もなく、農地の広がりは１０ha未満の区域内の農地であ

り、農地区分は第２種農地と判断されます。現況は宅地です。平成２年

１０月に家屋を建築したため、非農地となったものであります。 

以上で説明を、終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員から、調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

 はい。１番委員です。 

 農地区分につきましては第２種農地であります。申請地の位置ですけ

ども、帖佐保育園の隣接に位置します。申請のとおり、宅地となってか

ら２９年程、経っていると認められます。周囲の状況ですけども、東が

市道、西が宅地、南が里道、北が保育園となってございます。なお、市

の境界確定測量の際に、発覚したことでありまして、現況が２０年以上

経っているということで、やむを得ないものと認めます。総合意見とし

まして、現地調査委員としましては、承認意見であります。 

 以上です。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

それでは３番につきまして、ご説明いたします。申請人は加治木町辺

川在住の○○、所有者も同一です。土地の所在は加治木町辺川字大迫○

○番○ 畑、９５㎡です。申請地につきましては、土地改良事業の施行

もなく、農地の広がりは１０ha未満の区域内の農地であり、農地区分は

第２種農地と判断されます。現況は宅地です。昭和５０年に宅地となっ

たため、非農地となったものであります。 

以上で説明を、終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、８番推進委員から、調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

 はい。８番推進委員です。報告をいたします。 

 農地区分は第２種農地になります。申請地の位置は、辺川上地区集会

場から北西に約７５０ｍの位置です。現況として、申請のとおり、宅地

となってから、約４４年程度経っていると認められます。周囲の状況

は、東が山林、西が宅地、南が市道、北も宅地です。非農地として、や

むを得ない理由としては、宅地となって、約４４年経過しており、建物

もあり、やむを得ないものと考えます。条件及び特記事項はありませ

ん。現地調査委員としましては、承認意見であります。 



 

26 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長  

 

委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

委 員 
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 以上です。 

 

これより、議案第７号 非農地証明願の１番から３番について、質疑

に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

[挙 手] 

 

１１番推進委員。 

 

 はい。１１番推進委員です。 

 わたしは、以前から疑問に思っていたのですが、非農地については、

ほとんどが、だいぶ昔に、家を無許可で建てたというのが、多いんです

が、これには、顛末書、始末書が必要ないんでしょうか。それとやむを

得ないとは、何年位をいうもんでしょうか。 

 

 事務局。 

 

 ただいまのご質問ですが、こちらの方の非農地証明願の申請書の添付

書類については、すべて始末書を添付ということで、ついてございま

す。あと、やむを得ない基準につきましては、凡そ２０年を経過したも

のであれば、非農地証明願として申請を受け付けて、承認するという形

をとってございます。 

 以上です。 

 

 はい。わかりました。 

 

 ほかに、ございませんか。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第７号 非農地証明願の１番から３

番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお願いし

ます。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号 非農地証明願の１番から３番について

は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議案第８号 

 

次に、日程第１０ 議案第８号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

望）についてを議題に供します。 

１番から３番について事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、議案第８号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希望）につい

てご説明申し上げます。総会資料は１６ページです。今月の申請につき

ましては、売渡２件、貸付１件となっております。参考資料につきまして

は、８７ページからになりますので、審議の参考としてください。 

 それでは、１番につきまして、ご説明申し上げます。 

 内容につきましては、売渡です。土地の所在が蒲生町米丸字山口田〇

〇番〇 田 １，４０１㎡、それと字アベ木〇〇番 田 １，４８８㎡ 

それと字新田〇〇番 田 ９５９㎡の合計３筆の３，８４８㎡です。申

請人は蒲生町米丸在住の〇〇、希望売渡価格は農業委員会に一任となっ

ております。 

 次に、２番につきまして、ご説明申し上げます。 

 内容につきましては、売渡です。土地の所在が寺師字蒲牟田〇〇番 田 

７８６㎡、それと字宮田ケ平〇〇番〇 畑 ７１５㎡、それと同字〇〇

番〇 畑 ７１５㎡、それと字岩元〇〇番 田 ９７０㎡の合計４筆の

３，１８６㎡です。申請人は寺師在住の〇〇、希望売渡価格は農業委員会

に一任となっております。 

 次に、３番につきまして、ご説明申し上げます。 

 内容につきましては、貸付です。土地の所在が加治木町西別府字丸岡

〇〇番 畑 ５３５㎡、それと同字○○番〇 畑 １，２８７㎡の合計

２筆の１，８２２㎡です。申請人は曽於郡大崎町在住の〇〇、登記名義人

〇〇の娘婿にあたります。希望貸付期間は５年間、希望小作料は無償と

なっております。 

 以上で、説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第８号 １番から３番について、

一括して質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」 

 

それではお諮りいたします。 

議案第８号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希望）の１番から３番

について、原案のとおり受理することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第８号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希

望）の１番から３番については、原案のとおり受理することに決定いた

しました。 
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議 長 
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次に、ただいま承認された議案第８号のあっせん申出に係わる地区あ

っせん委員の選出について協議していただきます。 

 

各地区それぞれの委員の中から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

  

いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げます。 

 議案第８号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希望）についての、 

１番については、２番委員、１０番委員、１０番推進委員に 

２番については、１４番委員、２番推進委員、４番推進委員に 

３番については、１１番委員に 

お願いしたいと思います。 

 

「はい」 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議案第９号 

 

次に、日程第１１ 議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利

用集積計画（貸借）の意見決定についてを議題に供します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

はい。それでは、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定について、ご説明いたします。 

 本案件につきましては、議案第１号の、農用地利用集積計画（貸借）

と同様ではございますが、農地中間管理事業により集積されたものです

ので、別議案として、上程しております。 

それでは、総会資料の１７ページを、お開きください。今回は、利用

権設定開始日を令和元年１０月１日から設定する、令和元年募集期Ⅲ期

について、審議していただきます。まず利用権を設定する者の氏名、ま

たは、名称につきましては、１９ページの各筆明細に記載してあります

ので、ご確認ください。利用権設定を受ける者の氏名、または、名称に

つきましては、公益財団法人鹿児島県地域振興公社理事長 鎮寺 裕人 

です。本案件は、募集期を６月４日から８月１日までと設定し、本市で

配分計画案を作成したのちに、機構が配分計画を策定したもので、本市

農業委員会の決定を受け、市が公告し、県が配分計画を公告・認可する

ことで、効力が発生いたします。今回中間管理機構を借主として、利用

権の設定をしようとする者は、全体で８件、申請面積は、１０，２６２



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 
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議 長 

 

 

 

         

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

㎡です。設定する期間はすべて１０年です。総会資料の１８ページをご

覧ください。借換区分別集計につきましては、今回の設定地域は、蒲生

町上久徳地区です。内訳につきましては全体が８筆の、面積１０，２６

２㎡で、借換区分別は、すべて載せ替え、権利別は賃貸借のみ、期間別

はすべて１０年です。なお、再配分予定者はすべて同一の耕作者となり

ます。 

以上で９号議案の説明を、終わります。 

 

それでは、募集期Ⅲ 各筆１番から８番までについて、一括して質疑

に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある委員は挙手をお願

いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それではお諮りいたします。議案第９号 農地中間管理事業にかかる

農用地利用集積計画（貸借）の意見決定についての、募集期Ⅲ 各筆１

番から８番までについて、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙

手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第９号 農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画（貸借）の意見決定については、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

農用地利用集積計画（貸借）合意解約 

 

次に日程第１２ 農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告につい

て、事務局の説明を求めます。 

 

 それでは、農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告を、いたしま

す。 

 ８月は、２件出されております。内容につきましては、別紙、合意解

約（８月分）を、後ほどご確認ください。こちらにつきましては、議決

不要案件となっておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

 以上で、報告を終わります。 

 

ただ今の事務局説明について、発言のある方は挙手をお願いします。 

 

「質問・意見なし」 
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議 長 

 

             

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

ないようですので 

それでは、この案件は報告ですので これで終わります。 

 

農地あっせんの経過報告 

 

次に日程第１３ 農地あっせんの経過報告について、進展がありまし

たら報告をお願いします。まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの、経過報告をいたします。資料の３ページ

をご覧ください。 

３４番につきましては、９月４日のあっせん会議の予定です。 

以上で、報告を終わります。 

 

あっせん委員から、何か報告等ございませんか。 

 

報告なし 

 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

 その他 

 

それでは日程第１４、その他でございますが、委員の方から何かござ

いませんか。 

 

［挙 手］ 

 

１２番委員。 

〇 農業新聞の新規加入推進について 

 

はかに、ございませんか。 

 

「発言なし」 

 

ないようですので、以上で、本日の議案の審議ならびに、報告事項は

すべて終了いたしました。 

事務局から何かありますか。 

 

連絡事項 

〇 農地利用状況調査の結果の提出依頼について 

〇 活動記録簿変更箇所の記載方法について 

 

ほかに、ございませんか。 
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     委 員 

 

議 長 

 

     委 員 

 

議 長 

 

     委 員 

 

 

 

事務局長 

 

［挙 手］ 

 

１番委員。 

 

人・農地プラン実質化のための、絞り込んだアンケートの実施につい

て。 

ほかにありませんか。 

 

「発言なし」 

 

それでは以上をもちまして、令和元年度 第５回 姶良市農業委員会

総会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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